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○船橋市保育の利用に関する規則 

平成26年９月30日 

規則第119号 

船橋市保育の利用に関する規則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、保育所等における保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第2条 この規則において「保育所等」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39

条第１項に規定する保育所（以下「保育所」という。）、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項

に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。）及び家庭的保育事業等（児

童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業（以下「家庭的保育事業」とい

う。）、同条第10項に規定する小規模保育事業（以下「小規模保育事業」という。）、

同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業（以下「居宅訪問型保育事業」という。）及

び同条第12項に規定する事業所内保育事業をいう。）をいう。 

２ この規則において「保護者」とは、児童福祉法第６条に規定する保護者をいう。 

（平27規則89・令元規則14・令４規則82・令５規則87・一部改正） 

（保育の利用の申込み） 

第3条 保育所等における保育を利用しようとする児童の保護者は、船橋市保育所等利用

申込書（第１号様式）に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し込まなけ

ればならない。 

（保育の利用の調整） 

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、別表に定める保育所等利用調

整基準に基づき、保育の利用の優先度に応じ、保育の利用について調整を行わなければ

ならない。ただし、次に掲げる児童の保護者から当該申込みがあったときは、市長が別

に定めるところにより、保育の利用について調整を行うことができる。 

(1) 認可移行保育所等（市長が別に定める保育施設をいう。）に在籍している児童 

(2) 医療的ケアを必要とする児童として市長が認めるもの 

(3) 心身の発達において特別な配慮を要する児童として市長が認めるもの 

２ 前項の場合において、市長が必要があると認めたときは、同項の申込みをした保護者

（以下「申込保護者」という。）及び児童と面接を行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定にかかわらず、児童が集団保育に耐えられないと認められると

きは、保育所等（居宅訪問型保育事業を除く。）における保育の利用を承諾しない。 

４ 市長は、第１項の規定による調整の結果に基づき保育の利用を承諾したときは船橋市

保育所等利用承諾通知書（第２号様式）により、同項の規定による調整の結果に基づき

保育の利用を承諾しなかったとき又は前項の規定により保育の利用を承諾しなかったと

きは船橋市保育所等利用不承諾通知書（第３号様式）により、申込保護者に対し通知す

るものとする。 

（令３規則95・令５規則87・令６規則８・一部改正） 

（保育所における保育の利用の承諾） 

第5条 市長は、前条第１項の規定による調整の結果に基づき、保育所における保育の利

用を承諾したときは、申込保護者に対し通知するものとする。 

（保育所における保育の利用の期間） 
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第6条 保育所における保育は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第21条に

規定する教育・保育給付認定の有効期間（以下「教育・保育給付認定の有効期間」とい

う。）内に限り、利用することができる。 

（平29規則77・追加、令元規則14・一部改正） 

（保育所等の変更） 

第7条 現に保育を利用している児童の保護者が保育所等の変更を希望するときは、船橋

市保育所等変更申込書（第４号様式）に市長が必要があると認める書類を添えて、市長

に申し込まなければならない。 

２ 第４条及び第５条の規定は、前項の規定による申込みがあった場合について準用す

る。この場合において、第４条第１項第１号中「認可移行保育所等（市長が別に定める

保育施設をいう。）に在籍している児童」とあるのは、「連携施設（保育所及び認定こ

ども園に限る。）が確保されている児童であって市長が認めるもの」とする。 

（平29規則77・旧第６条繰下・一部改正、令３規則95・令５規則87・一部改

正） 

（届出の義務） 

第8条 保育所における保育を利用している児童の保護者（以下「利用保護者」とい

う。）は、当該保育所における保育の利用を止めようとするときは、船橋市保育所利用

辞退届（第５号様式）により、市長に届け出なければならない。 

（平29規則77・旧第７条繰下、令３規則95・一部改正） 

（保育所における保育の利用の解除） 

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育の利用を解

除するものとする。 

(1) 利用保護者が子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第１条

の５各号（同令附則第２条の規定により読み替えて適用される同令第１条の５第１号

を含む。）に規定する事由に該当しなくなったとき。 

(2) 利用保護者に係る教育・保育給付認定の有効期間が満了したとき。ただし、児童

が小学校就学の始期に達したことにより教育・保育給付認定の有効期間が満了したと

きを除く。 

(3) 保育所における保育を利用する児童が集団保育に耐えられないと認められると

き。 

(4) その他市長が保育所における保育の利用を不適当であると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により保育所における保育の利用を解除するとき又は前条の規定

による届出があったときは、利用保護者に通知するものとする。 

（平29規則77・旧第８条繰下・一部改正、令元規則14・令６規則８・一部改

正） 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平29規則77・旧第９条繰下） 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成24年法律第67号）の施行の日から施行し、同日以後の保育所等におけ

る保育の利用について適用する。 
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（船橋市保育の実施に関する条例施行規則の廃止） 

２ 船橋市保育の実施に関する条例施行規則（平成10年船橋市規則第29号）は、廃止す

る。 

附 則（平成27年９月30日規則第89号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中船橋市保育の利用に関する規則別表備考３の表保護者の項の改正規定

（「保育所開設時間」を「保育所等開設時間」に改める部分に限る。）及び同表児童

の項の改正規定 公布の日 

(2) 第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 平成27年10月１日 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の船橋市保育の利用に関する規則の規定は、平成28年４月

１日以後の保育の利用について適用する。 

附 則（平成28年３月31日規則第87号）抄 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月30日規則第137号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 別表居宅外労働の項の改正規定、同表居宅内労働（直系尊属の居宅での労働を含

む。）の項の改正規定（「週５日以上」、「週４日以上」及び「週３日以上」の次に

「かつ」を加える部分に限る。）並びに同表疾病の項及びその他の項の改正規定 公

布の日 

(2) 第１号様式の改正規定及び附則第３項の規定 平成28年10月１日 

（経過措置） 

２ この規則（前項第１号に規定する改正規定を除く。）による改正後の別表の規定は、

平成29年４月１日以後の保育の利用について適用する。 

３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成29年８月31日規則第77号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 別表備考３の表世帯の項の改正規定及び同表児童の項の改正規定（「制限等」を

「制限」に改める部分に限る。） 公布の日 

(2) 第１号様式及び第３号様式の改正規定並びに附則第３項の規定 平成29年10月１

日 

（経過措置） 

２ この規則（前項第１号に掲げる改正規定を除く。）による改正後の別表の規定は、平

成30年４月１日以後の保育の利用について適用する。 

３ 附則第１項第２号に掲げる改正規定の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成30年９月21日規則第88号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市保育の利用に関する規則の規定は、平成31年４月１日以後の保育の利

用について適用し、同日前の保育の利用については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年８月28日規則第14号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２条の改正規定及び次項の規定 公布の日 

(2) 第６条並びに第９条第１項第１号及び第２号の改正規定 令和元年10月１日 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、令和２年４月１日以後の保育の利用について適用し、同日前

の保育の利用については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年11月13日規則第110号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年９月30日規則第95号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市保育の利用に関する規則の規定は、令和４年４月１日以後の保育の利

用について適用し、同日前の保育の利用については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（令和３年11月11日規則第98号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年10月31日規則第82号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２号様式及び第３号様式の

改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の船橋市保育の

利用に関する規則の規定は、令和５年４月１日以後の保育の利用について適用し、同日

前の保育の利用については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年９月29日規則第87号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市保育の利用に関する規則の規定は、令和６年４月１日以後の保育の利

用について適用し、同日前の保育の利用については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月27日規則第８号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の船橋市保育の利用に関する規則の規定は、令和７年４月１日以後の保育の

利用について適用し、同日前の保育の利用については、なお従前の例による。 

 

別表 

（平27規則89・平28規則137・平29規則77・平30規則88・令元規則14・令２規

則110・令３規則95・令３規則98・令４規則82・令５規則87・一部改正） 

保育所等利用調整基準 

保護者の状況等 点数 

労働 月160時間以上の労働 10 

月150時間以上の労働 9.5 

月140時間以上の労働 9 

月130時間以上の労働 8.5 

月120時間以上の労働 8 

月110時間以上の労働 7.5 

月100時間以上の労働 7 

月90時間以上の労働 6.5 

月80時間以上の労働 6 

月70時間以上の労働 5.5 

月64時間以上の労働 5 

出産 9.5 

疾病等 入院 10 

通院・自宅療養 入院に相当する治療や安静を要し、自

宅療養で常時病臥
が

している場合 

10 

自宅療養で安静を要する等、保育が日

常的に困難と認められる場合 

8.5 

上記以外の場合で保育が困難と認めら

れるとき 

7 

障害等 身体障害者手帳1級若しくは2級、精神

障害者保健福祉手帳1級若しくは療育

手帳 若しくはAを所持している場合

又は要介護3、要介護4若しくは要介護

5の認定を受けている場合 

10 

身体障害者手帳3級若しくは4級、精神

障害者保健福祉手帳2級又は療育手帳

Bを所持している場合 

9.5 

身体障害者手帳5級若しくは6級若しく

は精神障害者保健福祉手帳3級を所持

している場合又は要介護1若しくは要

介護2の認定を受けている場合 

7.5 

介護・看護・付添

い 

親族が要介護3、要介護4若しくは要介護5の認定を受けて

いる場合又はこれに相当すると医師が認めた場合であっ

て、保護者による介護・看護・付添いが常に必要であると

10 
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認められるとき 

親族が要介護1若しくは要介護2の認定を受けている場合

若しくはこれに相当すると医師が認めた場合であって、保

護者による介護・看護・付添いが常に必要と認められると

き又は前記以外の場合で親族が要介護3、要介護4若しく

は要介護5の認定を受けているとき若しくはこれに相当す

ると医師が認めたときであって、保護者による介護・看

護・付添いが必要と認められるとき 

7.5 

親族が要支援1若しくは要支援2の認定を受けている場合

若しくはこれに相当すると医師が認めた場合であって、保

護者による介護・看護・付添いが必要と認められるとき又

は前記以外の場合で親族が要介護1若しくは要介護2の認

定を受けているとき若しくはこれに相当すると医師が認め

たときであって、保護者による介護・看護・付添いが必要

と認められるとき 

5.5 

震災、風水害、火災その他の災害の復興にあたっている場合 10 

配偶者の死亡、行方不明、離婚、未婚等のため不在の場合 10 

その他 高等学校、大学等

への通学等・技能

習得のための就学 

週40時間以上の高等学校、大学等への

通学等・技能習得のための就学 

8.5 

週30時間以上の高等学校、大学等への

通学等・技能習得のための就学 

6.5 

週20時間以上の高等学校、大学等への

通学等・技能習得のための就学 

4.5 

上記以外の高等学校、大学等への通学

等・技能習得のための就学 

3.5 

求職中 3 

育児休業中若しくはこれに準ずるものとして市長が認める

休業中である場合又は同一世帯に属する他の児童につい

て、希望する保育所等における保育の利用ができない場合

は、育児休業若しくはこれに準ずるものとして市長が認め

る休業の延長も許容できるとき 

2.5 

備考 

１ 複数の区分に該当する場合は、最も高い区分の点数を適用する。 

２ 労働時間及び就学時間には、休憩時間を含む。 

３ 求職中には、起業の準備中でそれを証明する書類の提出がない場合を含む。 

４ 次の表の区分に応じ、更に保護者に係る点数の合計に調整点を加減する。 

区分 調整対象事項 調整点 

世帯 保護者が保育士資格又は幼稚園教諭の普通免許状を有し、市

内の保育所、認定こども園、家庭的保育事業所（家庭的保育

事業を行う事業所をいう。以下同じ。）若しくは小規模保育

事業所（小規模保育事業を行う事業所をいう。以下同じ。）

若しくは幼稚園又は市長が認める施設で月120時間以上勤務

する者（以下「長時間勤務保育士等」という。）である場合

（保育所等の変更の申込みをする場合を除く。） 

＋7 
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前記以外の場合で保護者が保育士資格又は幼稚園教諭の普通

免許状を有し、市内の保育所、認定こども園、家庭的保育事

業所若しくは小規模保育事業所若しくは幼稚園又は市長が認

める施設で月64時間以上勤務する者（以下「短時間勤務保育

士等」という。）である場合（保育所等の変更の申込みをす

る場合を除く。） 

＋3 

市長が認めるひとり親の世帯（65歳未満の父母、祖父母又は

曽祖父母と同居している場合を除く。） 

＋3 

前記以外の世帯で生活保護世帯又は市長が認めるひとり親の

世帯（65歳未満の父母、祖父母又は曽祖父母と同居している

場合であって、当該父母、祖父母又は曽祖父母の労働その他

の事由を確認できる場合（求職中である場合並びに子ども・

子育て支援法施行細則（平成26年船橋市規則第120号）第2条

第2項第1号又は第2号のいずれかに該当する場合を除く。）

に限る。） 

＋2 

上記以外の世帯で市長が認めるひとり親の世帯 ＋1 

上記以外の世帯で離婚調停又は単身赴任により配偶者と別居

中の世帯 

＋1 

同一世帯に属する子が3人以上いる場合 ＋1 

保護者が市外に在住する場合（保護者が長時間勤務保育士等

若しくは短時間勤務保育士等である場合又は市内に転入する

予定の場合を除く。） 

－10 

保護者 勤務先の破産等による離職又は整理解雇その他の自己の責め

に帰すべき理由によらない離職により求職中である場合（離

職日の属する月の翌月から3か月間に限る。） 

＋2 

児童 希望保育所等に兄弟姉妹が在園している場合 ＋2 

前記以外の場合で市内の保育所等における保育を利用してい

ない児童が市内の保育所等における保育を利用していない当

該児童の兄弟姉妹と同時に申込みをする場合 

＋1 

父又は母が産後休暇又は育児休業若しくはこれに準ずるもの

として市長が認める休業明けであり、復職日の属する月の翌

月までに保育の利用を希望すると申込みをする場合（保育所

等の変更の申込みをする場合を除く。） 

＋2 

前記以外の場合で児童福祉法第59条の2第1項の規定による届

出をした施設において保育所等における保育の利用を希望す

る月から常態として月64時間以上利用する場合 

＋2 

上記以外の場合で市外の保育所等を利用している児童が市内

に転入する予定の場合又は転入した場合（保育を必要とする

事由が、出産に係るものである場合、求職中である場合又は

育児休業中若しくはこれに準ずるものとして市長が認める休

業中である場合若しくは同一世帯に属する他の児童につい

て、希望する保育所等における保育の利用ができない場合

は、育児休業若しくはこれに準ずるものとして市長が認める

休業の延長も許容できるときを除く。） 

＋2 
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市内に在住する2号認定子ども又は3号認定子どもが利用して

いる保育所等が閉鎖し、又は廃業することが判明した日から

起算して当該保育所等が閉鎖し、又は廃業した日の属する月

の翌月以後3か月を経過する日までの間に保育の利用を希望す

ると申込みをする場合 

＋7 

前記以外の場合で保護者が市内に在住する場合（保護者が長

時間勤務保育士等若しくは短時間勤務保育士等である場合又

は市内に転入する予定の場合を含む。）で保育所等における

保育の利用対象年齢の制限により保育の利用の継続ができ

ず、利用施設に連携施設が確保されていない場合で、引き続

き保育所等における保育の利用を希望し、申込みをする場合 

＋7 

上記以外の場合で保護者が市内に在住する場合（保護者が長

時間勤務保育士等若しくは短時間勤務保育士等である場合又

は市内に転入する予定の場合を含む。）で保育所等における

保育の利用対象年齢の制限により保育の利用の継続ができ

ず、利用施設に連携施設が確保されている場合で、引き続き

保育所等における保育の利用を希望し、申込みをする場合 

＋6 

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳

を所持している場合、特別児童扶養手当等の支給に関する法

律（昭和39年法律第134号）第3条第1項に規定する特別児童

扶養手当の支給に係る同法第2条第1項に規定する障害児であ

る場合又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通

所支援を受けている場合 

＋2 

児童福祉法第27条第1項第3号に規定する里親に委託されてい

る者である場合 

＋3 

５ 保護者に係る点数を合算した点数をもって、保育の必要な度合いを相対的に比較

する。ただし、この点数が同点の場合における保育の必要な度合いの比較等につい

ては、市長が別に定める。 

６ この表の規定にかかわらず、父又は母が育児休業又はこれに準ずるものとして市

長が認める休業明けとして申込みをするが、希望する保育所等における保育の利用

ができない場合は、育児休業又はこれに準ずるものとして市長が認める休業の延長

も許容できるときの保育所等利用調整基準に基づく点数は、－35とする。 
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第1号様式 

（平28規則137・全改、平29規則77・平30規則88・一部改正） 

第2号様式 

（令３規則95・全改、令４規則82・一部改正） 

第3号様式 

（令３規則95・追加、令４規則82・一部改正） 

第4号様式 

（平29規則77・一部改正、令３規則95・旧第３号様式繰下） 

第5号様式 

（令３規則95・旧第４号様式繰下） 

 


